
ひとり親家庭のお子さんの進学を応援します!

ゆるキャラたちの年に一度のお祭り、
「ゆるキャラ®グランプリ2019」が開催されます。
うきぴーは今年もエントリーしています！
１日１票、お友達やご家族みなさんで
うきぴーに投票をお願いします！

投票期間：８月１日（木）から１０月２５日（金）まで
詳しくはゆるキャラグランプリ公式HPをご覧ください。
(https://www.yurugp.jp/jp/) ※上のQRコードをご利用ください。

1日1票！うきぴーを応援してね！

↑うきぴー投票ページ

広報うきは6月15日号でお知らせしましたとおり、10月1日からごみ袋の販売料金等が下表のとお
り変更となります。
市民の皆さまには、大変ご迷惑をおかけしますがご理解賜りますようお願いすると共に、これからもご
みの軽減化にご協力下さいますようお願いいたします。

項目 内容等

１．改定額
ごみ袋（大）300円／10枚 ※現行（大）200円
ごみ袋（小）200円／10枚 ※現行（小）150円

２．改定日 令和元年10月1日

３．店頭販売 令和元年9月1日以降

４．変更内容
・水色から柿〔オレンジ〕色へ
・若干厚くなります

５．特記事項

・10月から新しいごみ袋で出していただくことになりますが、来年3月までは

家庭内にある現在のごみ袋（青色）も使用できます。

・来年4月以降に現在のごみ袋（青色）が残った場合は、ごみ袋〔10枚単位〕と

差額で新しいごみ袋との交換を予定しています。

※ごみ袋(大)10枚＋100円 → 新しいごみ袋(大)10枚

ごみ袋(小)10枚＋50円 → 新しいごみ袋(小)10枚

ごみ袋の料金改定について（お知らせ）

母子家庭の母、父子家庭の父又は寡婦が扶養しているお子さんの進学に
必要な資金の貸付を行います。

○貸付を受けられる人

①母子家庭の母、父子家庭の父で２０歳

未満の児童を扶養している人

②母子家庭の母、父子家庭の父に扶養

されている児童

③かつて母子家庭の母であった人（寡婦）

④寡婦に扶養されている子

⑤配偶者と死別又は離別した４０歳以上

の配偶者のいない女子で、母子家庭

の母及び寡婦以外の人

①修学資金

高校、高等専門学校、短大、大学、大学院又は専修学校
に修学させるために必要な資金

貸付限度額は、学校種別等によって決まります。
（例：国公立大学に自宅通学の場合 月額67,500円）

②就学支度
資金

小学、中学、高校、高専、短大、大学、大学院又は専修学
校に入学させるために必要な資金

貸付限度額は、学校種別等によって決まります。
（例：国公立大学に自宅通学の場合 370,000円）

○貸付金の種類（進学関係）

●お問い合わせ先 市福祉事務所子育て支援係 ☎75-4961


